
～レッド区域内での構造規制を満たす建築イメージ～

レッド区域に指定する際には、
土砂災害によって建築物に働く
力の大きさも一緒に告示します。

壁を鉄筋コンクリートにしたり、擁壁を設置することで、告示された力の大きさに耐えうるような構造補強を行います。

構造補強の方法は、
建築基準法施行令に基づく
国土交通省告示によって、
詳細に定められている。

レッド区域内の建築は、建築確認申請が
必要 。
(県･４市･指定確認検査機関が確認）

～レッド区域内での構造規制を満たす建築イメージ～


